
茨城県県西生涯学習センター業務仕様書 

 

１ はじめに 

本書は、指定管理者が、茨城県県西生涯学習センター（以下「センター」という。）の管理業

務を行うのに際し、茨城県が指定管理者に求める管理運営業務の内容、範囲及び基準を示すもの

である。 

なお、指定管理者は、本書に定めのない事項であっても業務遂行上必要と認められるものにつ

いては実施することとする。 

 

２ 主催事業の実施（具体的に取り組む事項） 

  センターが主催する事業は、特別な指示がない限り県西教育事務所管轄区域を対象に実施する

ものとする。 

(1) 指定事業 

指定管理者は、生涯学習の振興に関する各種事業（別紙１－１、１－２）を実施すること。

（当該事業については、セカンドキャリア等形成支援及び現代的課題対策講座の受講料を除く

ほか、料金を徴収することができるのは、原材料等の実費相当額のみとする。） 

(2) 自主事業 

センターの設置目的に沿って、より県民のニーズに応えられるよう、指定管理者の独自財源

により自主事業を実施することができるものとする。 

 

３ 施設の利用に関する業務 

各種講座室、多目的ホール等の施設や設備の使用に関する予約の受付、使用の承認、利用者と

の打合せ、施設利用料金の収受等を行うこと。 

(1) 施設使用申請の受付、承認業務 

施設の使用申請の承認等を行うこと。その際、以下の事項に留意すること。 

ア 学校以外の教育機関の設置，管理及び職員に関する条例（昭和 36 年茨城県条例第９号。

以下「条例」という。）第７条各号のいずれかに該当するときは、利用者の利用を制限し、

若しくは禁止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。 

イ 条例第８条第２項各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。 

ウ 茨城県県西生涯学習センター管理規則（平成６年教育委員会規則第 17 号。以下「規則」

という。）第３条に規定する利用者の遵守事項を利用者に遵守させること。 

エ 次の者の利用を優先するよう、適宜調整を図ること。 

(ｱ) 国及び県 

(ｲ) センターに事務局を置く団体及びその単位団体等 

(ｳ) 県民を対象とした研修会、講演会等を開催する場合の市町村 

(ｴ) 規則第 10条に定める学習団体等 

オ 条例第９条各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められ

る場合は使用の承認の取消しを行うこと。 

 

(2) 利用料金 

ア 徴収に係る業務 

条例の定める額の範囲内で教育委員会の承認を得た額を、利用料金として定めること。 

なお、条例の定める利用料金の上限額は、条例別表第４を参照すること。 



また、利用料金等の徴収に当たり、キャッシュレス（クレジットカード、電子マネー、Ｑ

Ｒコード等）決裁を導入すること。 

イ 減免 

規則第 11条の規定及び募集要項４(3)に基づいて行うこと。 

ウ 利用料金の返還 

規則第 12 条の規定に基づき、利用者の責めに帰することができない理由により利用でき

なくなった場合は、その全部又は一部を返還すること。 

 

(3) 物販事業 

指定管理者は、教育委員会による目的外使用許可により、物販事業を行うことができる。 

 

４ 施設設備の維持管理に関する業務 

指定管理者は、施設の設備の機能を維持するとともに、利用者が快適に施設を利用できる良質

な環境を提供するため、以下の業務を行うこと。 

なお、詳細は別紙２－１、２－２によるものとする。 

(1) 建築物保守管理業務 

ア 修繕・改築等の実施及び経費負担については、１件当たり見積額 100万円（消費税及び地

方消費税の額を含む。）未満の小規模な修繕・改築等を指定管理者が行うものとし、原則と

して年間施設整備費の額の範囲内で負担するものとする。また、100 万円（消費税及び地方

消費税の額を含む。）以上の大規模な修繕・改築等については、教育委員会と協議の上決定

するものとする。 

イ 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 12条第２項及び第４項に規定する点検を適切な

時期に実施し、当該点検の結果を教育委員会に報告するものとする。その際の点検項目につ

いては、別表のとおりとする。 

 

(2) 設備機器管理業務 

ア 各設備に対して法定点検及び初期性能・機能維持のため、外観点検、機能点検、整備業務

を行うこと。 

その際に、必要な設備の修繕等の実施及び経費負担については、１件当たり見積額 100万

円（消費税及び地方消費税の額を含む。）未満の修繕等を指定管理者が行うものとし、原則

として年間施設整備費の額の範囲内で負担するものとする。また、100 万円（消費税及び地

方消費税の額を含む。）以上の修繕等については、教育委員会と協議の上決定するものとす

る。 

イ 県は、センターについて、指定管理者を「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」によ

るみなし設置者として指定するものとし、指定管理者は、みなし設置者としてセンターの自

家用電気工作物の維持・管理の主体となり、自家用電気工作物に関する工事、維持及び運用

に関する業務を行うほか、電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 39条第１項の義務を果

たすこと及び次の(ｱ)から(ｳ)までに掲げる事項を遵守するものとする。 

(ｱ) 指定管理者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主

任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

(ｲ) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者

がその保安のためにする指示に従うこと。 

(ｳ) 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安

の監督の職務を誠実に行うこと。 



 

 

(3) 清掃業務 

施設及び敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、施設としての安全かつ快

適な空間を保つために、日常及び定期的な清掃を実施すること。 

 

(4) 備品管理業務 

ア 備品の修繕等の実施及び経費負担については、１件当たり見積額 50 万円（消費税及び地

方消費税の額を含む。）未満の修繕等を指定管理者が行うものとし、原則として年間施設整

備費の額の範囲内で負担するものとする。また、50 万円（消費税及び地方消費税の額を含

む。）以上の修繕等については、教育委員会と協議の上決定するものとする。 

イ 備品の購入については、教育委員会と協議の上教育委員会が購入するものとし、その備品

は教育委員会の所有に属するものとする。 

ウ 茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）に基づいて管理すること。 

エ 備品の処分については、教育委員会の承認を得ること。 

オ 車両に係る自動車保険については、対人・対物・搭乗者を対象として加入すること。 

 

(5) 保安警備業務 

施設内及び敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の

確保を行うこと。 

 

(6) 廃棄物処理業務 

定められた廃棄物の処理方法により、適正に処理を行うこと。 

 

(7) 外構・植栽管理業務 

施設の外構及び地面、施設付属物の維持管理を行うとともに、敷地内の植栽の管理を行うこ

と。その際には、散水、施肥、害虫駆除、剪定、除草等を計画的に行い、良好な植栽の状態を

維持すること。 

 

５ 県への協力及び関係機関との連携に関する業務 

(1) 県への協力 

指定管理者は、県が実施する事業に積極的に協力すること。  

また、県が出席を要請した会議等には、必ず出席すること。  

 

(2) 関係機関との連携 

指定管理者は、他の県生涯学習センターや関係機関等から、協力を要請された業務について

は積極的に取り組み、会議等についても出席し、密接な連携を図ること。  

 

６ その他施設の管理に必要と認められる業務 

(1) 運営協議会の開催 

センターの運営の充実に資するため、学識経験者等で構成する運営協議会を設置し、センタ

ーで実施する各種の事業等に関する提言を得ること（委員 15名以内、年２回以上開催）。 

 

(2) 施設事業に係る広報 



指定管理者は、施設事業の広報や情報提供のために、必要な媒体の作成、配布等を行うこと。

また、各種情報の収集や提供を県と連携して実施すること。 

ア インターネットのホームページの更新は随時行い、県のホームページとの連携を図ること。 

イ 施設案内パンフレット等の作成・配布を行うこと。 

ウ 各事業のチラシ等の作成・配布を行うこと。 

エ 事業報告書又は事業概要等センターの業務等を紹介する資料の作成・配布を行うこと。 

 

(3) 利用統計の作成 

利用者等の集計・分析を行い、教育委員会に報告し、業務改善に反映させること。 

 

(4) 利用者アンケートの実施 

利用者及び事業参加者へのアンケート調査を実施し、その結果及び業務改善への反映状況に

ついて教育委員会に報告すること。 

 

(5) 指定管理者名の表示 

指定管理者が管理運営している教育委員会の施設である旨を明確にするため、指定管理者名

を施設内に表示し、または案内パンフレット等に明記するなど、利用者にわかりやすい形で周

知すること。 

 

(6) 職員研修の実施 

県民の多様化、高度化する学習ニーズに適切に対応し、効果的に学習活動を支援できるよう

職員の資質向上を常に心がけ、定期的に職員研修を実施すること。 

 

(7) 業務全般を遂行する上での心構え 

利用者等の応接・案内、障害者や高齢者等の補助及び案内など、利用者本位のサービス提供

に配慮して業務に当たること。 

 

(8) 災害復旧などに必要な措置への協力 

震災等による被災からの復旧やその他の事由により県が必要に応じて講じる措置について、

その円滑な実施に協力すること。 

なお、当該措置に伴い事業計画（指定管理料の額を含む。）の修正を要する場合は、教育委

員会と協議の上変更できるものとする。 

 



別紙１－１

水戸生涯 県北生涯 鹿行生涯 県南生涯 県西生涯

①
県域の生涯学習情報の収集・整理・提供事
業（ホームページの運用を含む。） ○

②
各地域の生涯学習情報の収集・整理・提供
事業（ホームページの運用を含む。） ○ ○ ○ ○ ○

③ 図書情報、資料の収集・提供事業 ○ ○ ○ ○

④ 調査研究事業 ○

⑤ 課題解決チャレンジ事業 ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 地域の核となる人材・団体育成事業 ○ ○ ○ ○

⑦ 社会教育人材の養成・活躍促進事業 ○

⑧
生涯学習ボランティアセンター事業
（ホームページの運用を含む。） ○ ○ ○ ○ ○

⑨ ヤングボランティア育成事業 ○ ○ ○ ○ ○

⑩ セカンドキャリア等形成支援講座 ○ ○ ○ ○ ○

⑪ 現代的課題対策講座 ○ ○ ○ ○ ○
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生涯学習の振興に関する各種事業 

 
１ 生涯学習に関する情報の収集・整理・提供及び相談 

 

① 県域の生涯学習情報の収集・整理・提供事業（ホームページの運用を含む。）

【水戸生涯学習センターのみ】  

 
ア 業務内容 

  ・生涯学習に関するホームページ「生涯学習情報提供システム『茨城の生涯学習』（以下

「情報提供システム」という。）」（https://www.gakusyu.pref.ibaraki.jp）を運用し、

各種生涯学習関連情報の提供を行う。 
・域内の市町村、高等教育機関、民間教育事業者及びＮＰＯ法人等の生涯学習情報、職 
業能力開発に役立つ情報等を収集するとともに、各生涯学習センターの情報を集約し、 
全県域の情報を一元化して、データベース化することにより、県民が必要とする学習 
機会の情報を提供する。 

イ 仕様・条件等  
  ・県全域の生涯学習情報をデータベース化しての情報提供システムの運用、管理 

・情報提供システムへの学習情報の随時登録・更新 

・講師・学習団体等の申請を受け、情報提供システムに学習団体等として登録 

・県が依頼する情報の入力、更新（「子どもいきいき自然体験フィールド 100 選」の更新

等を含む。） 

・おもしろ理科先生に関する業務 

 a おもしろ理科先生の講師情報のデータベース化及び検索システムの管理 

      b 講師の登録・更新（年一回）及び無償講師の保険加入 

      c 利用者からの実施報告の取りまとめ 

      d チラシ（講師登録用・事前周知用）を作成し、市町村教育委員会、県内小中学校、

県社会教育施設に配付する。（15,000 部程度） 

      e 相談、問合せへの対応 

        f 前年度及び四半期ごとの派遣実績のデータをホームページへ掲載する。 

・生涯学習に関する情報の積極的な発信に努める等、ホームページコンテンツの充実を

図る。障害者の生涯学習に関する情報の充実にも努めること。 

   （例：大学の公開講座・リカレント教育講座情報、職業に関する資格取得・職業能力

開発に役立つ情報、障害者の生涯学習情報、国の助成金情報、市町村の実践事例、

社会教育関係法令等） 

  ウ その他 

   ・県民が自ら適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができるよう、学習

情報をより的確に、より速やかに学習者に提供する。 

   ・県と協議して、ホームページの更新に努めること。 

 

② 各地域の生涯学習情報の収集・整理・提供事業（ホームページの運用を含

む。）  

   
ア 業務内容 
 ・各生涯学習センターにおいてホームページを運用し、各種関連情報の提供を行う。 

別紙１－２ 



・教育事務所と連携し、域内の市町村、高等教育機関、民間教育事業者及びＮＰＯ法人 
等の生涯学習情報を収集し、情報提供を行う。 

  イ 仕様・条件等 
   ・各生涯学習センター及び域内の市町村、高等教育機関、民間教育事業者及びＮＰＯ法

人等が実施する講座、イベントについての情報の提供 

・各生涯学習センターにおける講座室、利用料金等の情報の提供 

・各生涯学習センターへのアクセス、問合せ先等の情報の提供（ボランティア情報含む 

。） 

・県が依頼する情報の入力、更新 

・ホームページのコンテンツの充実（関係機関へのリンクの充実等） 

・生涯学習相談は、職員がその都度対応する。講師やボランティアの情報等、生涯学習

に関する相談は記録の上、月別の相談件数を県に報告する（講座情報や申込等に関す

る相談はカウントしない。）。 

ウ おもしろ理科先生に関する業務 

  ・域内の教育事務所が行う「おもしろ理科先生」の派遣コーディネートをサポートする。 

  ・ホームページ内への事業の周知広報 

  【留意点】 

  ・講師の対象は、県内に居住または勤務し、理科に関する専門的な知識をもつ者（大学・

教員 OB、研究員・民間企業 OB 現役含む） 

  ・派遣の対象は、県内の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、子ども会、少年団等 

  ・ホームページ等、広報媒体を活用し、講師登録・派遣等、積極的に広報を実施する。 

エ 小中学生・高校生の科学体験学習に関する業務【県南生涯センターのみ】 

・つくばを中心とした研究機関との連携による、科学技術施設の見学や学校での授業、体 

験活動に関する情報をホームページ等で提供する。 

 オ その他 
  ・県民が自ら適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができるよう、学習情 

報をより的確に、より速やかに学習者に提供する。 

 

③ 図書情報、資料の収集・提供事業【水戸生涯学習センター以外の各生涯学習セ

ンター】 

     

ア 業務内容 
 ・図書資料（図書、逐次刊行物、新聞、行政資料等）の収集・収録を行う。 
イ 仕様・条件等  
 ・読書バリアフリーの視点を取り入れ、全ての利用者が文字・活字文化の恵沢を受けるこ

とができるコーナーの充実に努める。 
 

２ 現代的課題解決 

 
 ④ 調査研究事業【水戸生涯学習センターのみ】 
 

 ア 業務内容       

・県域の生涯学習の現状や現代的課題・地域課題について調査・分析する。 



   イ 仕様・条件等  

   ・５年間で２件以上の調査・研究・分析を行い、テーマごとに報告書を作成し、成果を市

町村等に周知する。 

 テーマ① 「障害者の生涯学習推進について」（令和８・９年度） 

 テーマ② 「コミュニティスクールと地域学校協働活動の一体的推進について」（令

和10・11年度） 

・３件目以降は、水戸生涯学習センターが主となって、県と協議しながらテーマを決定す

る。 

・学識経験者や各生涯学習センターの代表等による調査研究委員会を設置し、年２回程度

委員会を開催する。 

   ウ その他 
   ・調査・研究した内容は、市町村や他の社会教育施設の実践に生かせるよう、マニュアル

化するなど汎用性のあるものとする。 
 

⑤ 課題解決チャレンジ事業 
 

ア 業務内容 

・各地域や市町村の抱える様々な現代的課題・地域課題について、その解決に向けて必

要な人材の育成や関係団体との連携・ネットワークの構築等の具体的取組を行い、モ

デルとなる実践的な活動プログラムを開発する。 

・本事業をとおして、地域住民が課題解決に主体的にかかわることができる体制づくり

を支援する。 

イ 仕様・条件等 

 ・１件につき２～５年の期間を設定し、課題解決にチャレンジする。（５年間で３件以

上） 

  ※スタート年度及び事業年数（２年以上）は問わない。ただし、事業を実施しない年 

   度がないようにすること。 

  ※現代的課題・地域課題は、以下の項目を参照し、県生涯学習課と生涯学習センター

で協議の上、地域の現状に鑑みて設定すること。 

    【現代的課題・地域課題の一例】 

   地域の力を高めるコミュニティ対策（過疎化・空き家問題等） 

   防災意識の高揚と地域防災活動の支援・充実（災害の激甚化） 

   放課後の子どもの活動支援対策・居場所づくり（サードプレイス） 

   困難を抱える子どもへの支援対策（子どもの貧困・ヤングケアラー）・子育て支援 

   魅力あるまちづくり・若者の自立対策（ヤングボランティア） 

   ダイバーシティ・社会的包摂（外国人・障害者） 

 ・事業実施方法 

a 課題の選定と調査 

b 課題（現代的課題・地域課題）解決に向けた交流会議等を開催する（複数回開

催）。 

c bを数回開催する中で、課題の選定とチャレンジ内容、テーマ（目標）及びゴー 

ル（アウトカムを意識したKPIの設定）、具体的な実践方法等を決定する。 

   d 課題解決に必要なスキルアップ研修を実施し、人材・団体を育成する。 

   e 実践・検証・改善を事業実施期間の中で何度も繰り返し、ブラッシュアップする



（モデル事業の実施）。 

     f 実践してきた取組を実践活動プログラムとしてまとめ、市町村へ周知する。 

 ・実績報告 

２～５年間の実践活動プログラムは、報告書として事業各件の終了年度末に、県生

涯学習課へ提出する。 

各生涯学習センターは、取組をホームページに掲載する。 

ウ その他 

 ・チャレンジ課題は、県生涯学習課が提示した現代的課題・地域課題を参考に、県生涯

学習課と生涯学習センターで協議の上、設定する。 

 ・実践活動プログラムは、他の地域や市町村等においても活用できる汎用性の高いもの

にすること。 

   ・実践活動プログラム（報告書）の形式及び内容は、県が指定する。 

・本事業を軸として、課題解決のために下記の事業同士を効果的に組み合わせながら、

総合的に課題解決にチャレンジすること。 
３－⑥地域の核となる人材・団体育成事業 
４－⑧生涯学習ボランティアセンター事業 
４－⑨ヤングボランティア育成事業 
５－⑩セカンドキャリア等形成支援講座 
５－⑪現代的課題対策講座 

   ※例えば、本事業において選定した課題について、「現代的課題対策講座」において基

礎的な知識を学び、「地域の核となる人材・団体育成事業」や「ヤングボランティア

育成事業」において課題解決のための人材を育成し課題解決にチャレンジするという

流れが想定できる。 

・市町村との連携を密にすること。 

 

３ 人材・団体育成 

 

⑥ 地域の核となる人材・団体育成事業【水戸生涯学習センター以外の各生涯学

習センター】  

   

  ア 業務内容 

   ・現代的課題・地域課題を解決していくために必要な研修等を実施し、地域の核となる

人材・団体の育成を図る。 
  イ 仕様・条件等 
   ・年３件以上を実施    

・実践に生きる講座や研修等（事業１件あたりの講座等の回数は各生涯学習センターに

おいて設定） 

・実践活動の場・交流の場の提供等 

・宿泊による研修を１件以上行うこと。【鹿行生涯センターのみ】 

・年度ごとに実績・成果等を取りまとめ、県生涯学習課へ報告する。 

ウ その他 

・受講者に対して、積極的に生涯学習ボランティアの登録を促す。 

・地域活動等に取り組むための実践活動の場を紹介し、育成した人材・団体の活用数を 

増やす。 



      ・各関係機関（市町村・大学・起業・ＮＰＯ法人等）と積極的に交流を図る。 

     ・２－⑤課題解決チャレンジ事業を軸とした事業相互の関連を図ること。 
 

⑦ 社会教育人材の養成・活躍促進事業【水戸生涯学習センターのみ】  

  

ア 業務内容 

・水戸生涯学習センターは、社会教育の裾野の拡大を踏まえ、学びを基礎とした社会教

育活動をオーガナイズできる社会教育人材（社会教育主事・社会教育士）の質的な向

上・量的な拡大を図るため、社会教育人材の養成と活躍を促進する。 

・将来の社会教育人材の養成に向けた社会教育人材等のネットワーク化と情報の提供・

共有等を推進することで、社会教育人材をハブにした人づくり、つながりづくり、地

域づくりの実現を図る。 

イ 仕様・条件等 

(ｱ) 社会教育主事講習（以下「講習」という。）の開講 

     ※水戸生涯学習センターが文部科学省から社会教育主事講習を受託し実施するもの。 

     文部科学省が示す諸規程に基づき、申請、契約締結、報告等の各種手続きを行うと

ともに関係機関と連絡調整を図りながら講習の運営を行う。 

  a 講習の運営 

    ・講師や受講者との連絡調整その他、渉外関係全般を行う。 

    ・講義の進行や成績処理、修了証の発行、報告書の提出等を行う。 

    b 関係機関との連絡調整 

    ・社会教育実践研究センターや文部科学省等との連絡調整を図る。 

    c 運営委員会の開催 

    ・効果的な学びを提供するためのプログラムを立案する。 

    ・受講者を決定する。 

    ・受講者の単位認定及び修了認定を行う。 

    d 県生涯学習課との連携 

    ・カリキュラム案、予算案等について協議する。 

    ・県内の受講者の取りまとめについては県生涯学習課が行う。 

    ・修了者について県生涯学習課に報告する。 

(ｲ) 社会教育人材等向け研修会（スタートアップ、スキルアップ）の実施（年２件以上） 

(ｳ) 社会教育人材等のネットワーク化 

社会教育主事、社会教育士に限らず、将来の社会教育人材の養成に向けて広くネッ

トワーク化を図り、情報の提供・共有等を推進する。 

(ｴ) 社会教育人材の認知度向上や有用性の周知 

    情報提供システムやＳＮＳ等を積極的に活用する。 

(ｵ) 視聴覚教育指導者育成 

視聴覚教育に携わる指導者の技術及び資質の向上と視聴覚教育の推進に関する研修

を実施する（年１件）。 

ウ その他 

(ｱ) 社会教育に関する研修（基本的理解、地域における学びと実践活動の事例研修、コ



ーディネート能力・ファシリテーション能力・プレゼンテーション能力等の習得）な

どの機会を活用し、社会教育主事等が域内の社会教育士に関する情報を把握し、地域

の社会教育人材のつながりの構築に努めるとともに、活動事例の収集・分析、ロール

モデルや活躍先の提示により社会教育人材の活用イメージを広く周知すること。 

(ｲ) 教育事務所や地域で活躍している各事業実施機関（市町村・ベンチャー・大学・企

業・民間教育事業者等）と交流を図り、ネットワークを構築すること。 

 
４ ボランティア育成 

 

⑧ 茨城県生涯学習ボランティアセンター事業（ホームページの運用を含む。）  

  

ア 業務内容 

  ・各生涯学習センターに生涯学習ボランティアセンター（以下、「ボランティアセンタ 

ー」という。）を設置し、ボランティア活動の推進を図る。 

   ・各ボランティアセンターは、生涯学習ボランティア総合サイト「スマイルステーショ

ン」等を活用しながらボランティアの登録や情報提供等を行う。 

   ・ボランティアセンター県南は、県域における様々な分野のボランティア情報の一元化

を図り、「スマイルステーション」等を活用しながら県全域のボランティア活動の推進

を図る。 

  イ 仕様・条件等 

(ｱ) 各ボランティアセンターに、ボランティアコーディネーターを配置し、情報の収     

 集や提供、ボランティアの養成及び登録・紹介・相談等を実施するため、以下の業

務を行う。 

    a ボランティア養成研修（年２件以上） 

・生涯学習ボランティアスタートアップ研修（年１件以上） 

・生涯学習ボランティアスキルアップ研修（年１件以上） 

b ヤングボランティア指導者育成研修（年１件以上）  

c 市町村におけるボランティアコーディネーターの育成 

d 「スマイルステーション」の活用 

e ボランティアの活動実績（活動人数、登録者の分野別・年代別・男女別人数等の推

移等）をまとめ、年２回（上半期：９月末までの実績 下半期：３月末までの実

績）ボランティアセンター県南に報告 

 (ｲ) ボランティアセンター県南は以下の業務を行う。  

    a ボランティアの登録にあたっては、各生涯学習センターと連携し、ボランティア情

報の一元化を図る。 

b 「スマイルステーション」の運用及びボランティア情報の登録・更新等を行う。 

※ホームページの仕様については、県と協議の上、随時更新する。 

c ボランティアコーディネーター連絡協議会(※)の実施（年１回以上）  

※ボランティアコーディネーターを対象としたボランティアの活用促進を図るた

めの協議（「スマイルステーション」の活用についても協議すること） 

d 各ボランティアセンターのボランティア活動実績データを取りまとめて県へ報告

する。 



(ｳ) 鹿行生涯学習センターは、ボランティアの研修に宿泊研修を取り入れること。（年

１件以上） 

  ウ その他 

・研修会の修了者に対し、積極的に各ボランティアセンター及び「スマイルステーショ

ン」のボランティアへの登録を促す。 

・ボランティア活動の情報発信と活動の場を提供することで、ボランティアの活用数を 

増やす。 

・２－⑤課題解決チャレンジ事業を軸とした事業相互の関連を図ること。 
 

⑨ ヤングボランティア育成事業  

   
   ア  業務内容 

・中学生、義務教育学校７年生以上及び中等教育学校前期課程の在学生（以下「中学

生」という。）、高校生及び中等教育学校後期課程の在学生（以下「高校生等」とい

う。）を対象にボランティア活動についての基本的な学習の場と機会を提供し、学ん

だ知識・技能を地域で生かせるようにするとともに、地域における中学生、高校生等

のボランティア活動の活性化を推進する。 

   イ 仕様・条件等 

    ・ヤングボランティア育成研修（年１件以上） 

ボランティア活動の意義や心構えなどを学ぶとともに、下記a～eの活動をとおして、 

自ら考え、行動し、協力できる態度や技能を学ぶ。 

       a 福祉活動（介護体験、車椅子体験、保育・育児体験、手話、朗読、点訳、他） 

       b  援助活動（救急救命法などの様々な援助活動の体験、他） 

        c  国際交流活動（外国人との交流、国際理解、国際協力、他） 

        d  体験活動（テントの設営、野外炊飯、レクリエーション指導法、他） 

       e  その他の活動（農業体験、環境保全体験、他） 

・ヤングボランティア実践研修（年１件以上） 

     中学生や高校生等のボランティア登録者、ヤングボランティア育成研修修了者等にボ

ランティアの実践の場を提供する。 

     ウ その他 

   ・ヤングボランティア育成研修修了生に対しては、修了証書を各ボランティアセンター

が交付する。 

・ヤングボランティア育成研修の修了者に対し、積極的に各ボランティアセンターのボ

ランティア及びスマイルステーションへの登録を促す。 

・ボランティア活動の情報発信と活動の場を提供することで、ボランティアの活用数を 

増やす。なお、活動の場については、児童クラブ、公民館、子ども食堂等気軽に立ち 

寄れる場の確保に努める。 

    ・各ボランティアセンターは、市町村や青少年教育施設等と連携し、効果的な研修の実

施に努めるものとする。 

・２－⑤課題解決チャレンジ事業を軸とした事業相互の関連を図ること。 
 

 



 

 

５ 生涯学習機会の提供 

 
⑩ セカンドキャリア等形成支援講座 
 

  ア  業務内容 

    ・セカンドキャリアを選択するきっかけとなる講座や女性のキャリアアップ、転職や

復職、起業に関する講座やリカレント教育（学び直し等）につながる講座等を開設

し、キャリア探しのために様々な職業に対する関心を高める機会や第二の人生にお

ける職業を考える機会を提供する。 

   イ 仕様・条件等 

・講座の時間数は 10 時間（２時間×５回）を基本とし、受講料は 5,000 円（上限）と

する。 

・講座数は年２件程度（水戸生涯学習センターは１件程度）開講する。 

・以下に示す例を参考に県民のニーズにあった講座を開設する。 

    ＜例＞ 

     a セカンドキャリアのスタートアップに関する内容 

b  女性のキャリアアップに関する内容 

c  転職・復職や起業に関する内容 

d  リカレント教育（職業的知識・技術の習得等）に関する内容 

ウ その他 

    ・大学や企業等と連携し、高度な知識や技術、経験をもつ専門家等を講師として招 

 請し実施する。 

・２－⑤課題解決チャレンジ事業を軸とした事業相互の関連を図ること。 
 
⑪ 現代的課題対策講座  
 

   ア 業務内容 

    ・県民の学習ニーズに対応した、現代的課題の対策等に応えた学習機会の提供を図る 

ため、大学や企業等の高度な知識や技術、経験をもつ専門家等を講師として招請し、

講座を開設する。 

   イ 仕様・条件等 

    ・講座の時間数は 10 時間（２時間×５回）を基本とし、受講料は 5,000 円（上限）と

する。 

    ・講座数は、年４件程度（水戸生涯学習センターは２件程度）とする。 

    ・以下の a～ｄの分類から社会参加型や問題解決型学習など、現代的課題の対策とな 

る専門的な講座を開設する。 

     a  社会・教育・福祉   

b  環境・健康   

c  芸術・文化・歴史  

d  産業・技術・科学   

・スマートデバイス（スマートフォンやタブレット等）の安心・安全な利活用等に関



する講座を１件以上開設すること。 

※個人の趣味・教養となる講座は開設しない。 

  ウ その他 

  ・各種講座等の受講者が主体的・自発的に学習を進められるように学習団体の育成等 

の支援を行う。 

    ・２－⑤課題解決チャレンジ事業を軸とした事業相互の関連を図ること。 



別紙２

施設設備の維持管理に関する業務

業務 項目 業務内容、仕様・条件等 備考
建 築 物
管理業務

建築物管理 建築基準法第12条第2項に基づく法
定点検（１回／３年）

建築基準法第１２条第４項に基づく
昇降機、昇降機以外の建築設備の
法定点検（１回/年）

設備維持
管理業務

日常運転 電気設備、空調・換気設備、給排水
設備、防災設備、昇降機設備、多目
的ホールの音響・照明・映像装置、
舞台装置等の運転監視、日常巡視、
軽微な修理等（休所日を除く毎日）

自家用電気工作物点検 自家用電気工作物の保安点検（月
次点検及び年次点検）

受電設備容量450KVA
6,600V
非常用予備発電装置85KVA
200V

消防設備保守点検 外観機能点検２回／年以上
総合点検１回／年以上

自動火災報知設備、防排煙
設備、非常放送設備、誘導灯
設備、屋内消火栓設備

防火設備点検 法定点検（１回／年以上）

防火対象物点検 法定点検（１回／年以上）
浄化槽管理業務 ２回／月以上、精密水質検査２回／

年以上
接触曝気方式、対象人数340
人、計画汚水量30.6㎥／日

自動ドア保守点検 ４回／年以上 ４基

エレベーター保守点検 １回／月以上 油圧式乗用　１基

空調機器設備保守点検

エアーハンドリングユニット、ファンコ
イルユニットのフィルター清掃（４回／
年以上）

冷温水発生機、膨張水槽（１回／年
以上）

空調自動制御装置及び中
央監視装置保守点検

総合点検１回／年以上
冷暖切替点検２回／年以上

空気環境測定業務 館内９カ所測定、６回／年以上

害虫駆除 ねずみ、ゴキブリ等の防除（２回／年
以上）

事務室、会議室、更衣室、休
憩室、倉庫、便所、機械室

飲料水貯水槽清掃 １回／年以上（点検・補修等を含
む。）

貯水槽16t　　１基

飲料水水質検査 １０項目２回／年以上
１６項目１回／年以上

音響・映像設備保守点検 多目的ホール、中講座室、会議室、
レッスン室の音響設備の保守点検及
び故障修理（２回／年以上）

舞台照明機器保守点検 照明機具保守点検２回／年以上、調
光装置保守点検２回／年以上

ステージ照明、調光装置等

ヒートポンプエアコン、冷却塔、エ
アーハンドリングユニット、多翼送風
機、ファンコイルユニット、ポンプ類（２
回／年以上）



業務 項目 業務内容、仕様・条件等 備考
舞台昇降装置保守点検 電動式収納ステージ保守点検１回／

年以上、連結椅子保守点検１回／年
以上

昇降ステージ４基、連結椅子
198台

舞台吊物装置保守点検 ２回／年以上
操作制御部の配線状態の点検等に
ついては１回／年以上

照明器具及び吊物バトン昇降
装置７基、スクリーン巻取装置
１基、反射板旋回装置４基、操
作制御盤１面

ピアノ保守点検 保守点検１回／年以上、調律２回／
年以上

グランドピアノ２台

清掃業務 日常清掃 清掃範囲：建物、建物外周、駐車場
休所日を除く毎日

館内延床面積4,039㎡
屋外便所33.99㎡

定期清掃 床清掃
ビニールシート、フローリング、石・タ
イル３回／年以上
タイルカーペット２回／年以上

対象面積3,513㎡

窓ガラス清掃２回／年以上 窓面積651㎡

照明器具清掃１回／年以上 1,270基

雨水ルーフドレイン清掃２回／年以
上

57箇所

雨水側溝及び桝清掃１回／年以上 連通管450m、桝３個

一般廃棄物処分 不燃物等搬出処理３回／週以上

保安警備業務 機械・巡回警備 機械警備
建物外周及び館内各室

盗難防止、火災警報監視・通
報等

外構・植栽
管理業務

敷地内植栽管理 芝生管理
芝刈り４回／年以上
除草剤散布４回／年以上
殺菌・殺虫剤散布２回／年以上
施肥１回／年以上

8,420㎡

園路管理
除草剤散布４回／年以上

1,640㎡

寄植低木管理
剪定２回／年以上
害虫駆除剤散布３回／年以上
施肥１回／年以上

720㎡

高木管理
剪定１回／年以上
害虫駆除剤散布３回／年以上

60本

自然林管理
下草刈り３回／年以上
下枝落とし・枝すかし１回／年以上
落葉処理１回／年以上

1,200㎡

玄関前ロータリー管理
剪定２回／年以上

78.5㎡

その他 受付・案内 利用者の応対等
休所日を除く毎日



                                         （別表１） 
定期調査報告書 
（第一面） 

  
                                    年  月  日 
                            報告者氏名          
                            調査者氏名          
【１．所有者】 
  【イ．氏名のフリガナ】 
  【ロ．氏名】 
  【ハ．郵便番号】 
  【ニ．住所】 
  【ホ．電話番号】 
【２．管理者】 
  【イ．氏名のフリガナ】 
  【ロ．氏名】 
  【ハ．郵便番号】 
  【ニ．住所】 
  【ホ．電話番号】 
【３．調査者】 
 （代表となる調査者） 
  【イ．資格】 
         （     ）建築士        （     ）登録第      号 
          特定建築物調査員                  第      号 
  【ロ．氏名のフリガナ】 
  【ハ．氏名】 
  【ニ．勤務先】 
         （     ）建築士事務所   （     ）知事登録第      号 
  【ホ．郵便番号】 
  【ヘ．所在地】 
  【ト．電話番号】 
 （その他の調査者） 
  【イ．資格】 
         （     ）建築士        （     ）登録第      号 
          特定建築物調査員                  第      号 
  【ロ．氏名のフリガナ】 
  【ハ．氏名】 
  【ニ．勤務先】 
         （     ）建築士事務所   （     ）知事登録第      号 
  【ホ．郵便番号】 
  【ヘ．所在地】 
  【ト．電話番号】 
【４．報告対象建築物】 
  【イ．所在地】 
  【ロ．名称のフリガナ】 
  【ハ．名称】 
  【ニ．用途】 
【５．調査による指摘の概要】 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）   □無 
  【ニ．その他特記事項】 



（第二面） 
建築物及びその敷地に関する事項 
【１．敷地の位置】 
  【イ．防火地域等】 □防火地域  □準防火地域 
            □その他（           ）  □指定なし 
  【ロ．用途地域】 
【２．建築物及びその敷地の概要】 
  【イ．構造】  □鉄筋コンクリート造  □鉄骨鉄筋コンクリート造 
          □鉄骨造        □その他（         ） 
  【ロ．階数】   地上   階  地下    階 
  【ハ．敷地面積】        ㎡ 
  【ニ．建築面積】        ㎡ 
  【ホ．延べ面積】        ㎡ 
【３．階別用途別床面積】        （  用途  ）（ 床面積 ） 
  【イ．階別用途別】   （   階）（      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
              （   階）（      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
              （   階）（      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
              （   階）（      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
              （   階）（      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
  【ロ．用途別】           （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
                    （      ）（    ㎡） 
【４．性能検証法等の適用】 □耐火性能検証法         □防火区画検証法 
              □区画避難安全検証法（   階） □階避難安全検証法（   階） 
              □全館避難安全検証法 
              □その他（                     ） 
【５．増築、改築、用途変更等の経過】 
          年  月  日  概要（               ） 
          年  月  日  概要（               ） 
          年  月  日  概要（               ） 
   昭和・    年  月  日  概要（               ） 
【６．関連図書の整備状況】 
  【イ．確認に要した図書】 □有（□各階平面図あり）  □無 
  【ロ．確認済証】  □有 □無 
               交付番号        年  月  日 第       号 
                交付者 □建築主事  □指定確認検査機関（     ） 
  【ハ．完了検査に要した図書】  □有 □無 
  【ニ．検査済証】  □有 □無 
               交付番号        年  月  日 第       号 
                交付者 □建築主事  □指定確認検査機関（     ） 
  【ホ．維持保全に関する準則又は計画】 □有 □無 
  【ヘ．前回の調査に関する書類の写し】 □有 □無 □対象外 
【７．備考】 
 
 
 
 
 



（第三面） 
調査等の概要 
【１．調査及び検査の状況】 
  【イ．今回の調査】           年  月  日実施 
  【ロ．前回の調査】   □実施（    年  月  日報告） □未実施 
  【ハ．建築設備の検査】 □実施（    年  月  日報告） □未実施 
  【ニ．昇降機等の検査】 □実施（    年  月  日報告） □未実施 
  【ホ．防火設備の検査】 □実施（    年  月  日報告） □未実施 
【２．調査の状況】 
 （敷地及び地盤） 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）       □無 
 （建築物の外部） 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）   □無 
 （屋上及び屋根） 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）   □無 
 （建築物の内部） 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）   □無 
 （避難施設等） 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）   □無 
 （その他） 
  【イ．指摘の内容】   □要是正の指摘あり（□既存不適格）   □指摘なし 
  【ロ．指摘の概要】 
  【ハ．改善予定の有無】 □有（    年  月に改善予定）   □無 
【３．石綿を添加した建築材料の調査状況】       （該当する室） 
  【イ．該当建築材料の有無】 □有（飛散防止措置無）（             ） 
                □有（飛散防止措置有）（             ） 
                □無 
  【ロ．措置予定の有無】   □有（    年  月に改善予定）  □無 
【４．耐震診断及び耐震改修の調査状況】 
  【イ．耐震診断の実施の有無】□有 □無（    年  月に実施予定） □対象外 
  【ロ．耐震改修の実施の有無】□有 □無（    年  月に実施予定） □対象外 
【５．建築物等に係る不具合等の状況】 
  【イ．不具合等】       □有 □無 
  【ロ．不具合等の記録】    □有 □無 
  【ハ．改善の状況】  □実施済 □改善予定（    年  月に改善予定） □予定なし 
【６．備考】 
 
 
 
 
 
 
 
 



（第四面） 
建築物等に係る不具合等の状況 

 
 不具合等を 

 把握した 
   年月 

  不具合等の概要 考えられる原因  改善（予定） 
     年月 

改善措置の概要等 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    



（別表２）

代表となる調査者

要是正
既　存
不適格

1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

3
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の
室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況

調査結果表

耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区
画を構成する壁等に限る。）

躯体等

その他の調査者

組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

令第112条第18項に規定する区画の状況

指摘
なし

担当
調査者
番号

調査結果

鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

サッシ等の劣化及び損傷の状況

番号 調　査　項　目

外装仕上げ材等

コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷
の状況

当該調査に
関与した調
査者

基礎

土台（木造に限る。）

基礎の沈下等の状況

基礎の劣化及び損傷の状況

土台の沈下等の状況

壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分

鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況

屋根（屋上面を除く。）

機器及び工作物（冷却等設備、広告塔等）

準耐火性能等の確保の状況

補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の
躯体の劣化及び損傷の状況

パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況

外壁に緊結された広告板、空調室外機等

屋上面

躯体等

金属笠木の劣化及び損傷の状況

笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況

部材の劣化及び損傷の状況

窓サッシ等

支持部分等の劣化及び損傷の状況

屋上及び屋根

外
壁

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁
躯体の劣化及び損傷の状況

敷地内の通路の確保の状況

擁壁の劣化及び損傷の状況

有効幅員の確保の状況

敷地内の通路の支障物の状況

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐
震対策の状況

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填
等の処理の状況

外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
の防火対策の状況

はめ殺し窓のガラスの固定の状況

土台の劣化及び損傷の状況

木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

支持部分等の劣化及び損傷の状況

屋根の劣化及び損傷の状況

機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況

敷地及び地盤

建築物の外部

地盤

敷地

敷地内の通路

屋上面の劣化及び損傷の状況

機器本体の劣化及び損傷の状況

塀

擁壁

擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況

地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況

敷地内の排水の状況

屋上周り（屋上面を除く。）

補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷
の状況

タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モ
ルタル等の劣化及び損傷の状況

金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況

乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況

防
火
区
画

防火区画の外周部

建築物の内部

鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の
状況

組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の
状況

令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況

令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況

令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規
定する防火設備の劣化及び損傷の状況

木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状
況

令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規
定する防火設備の処置の状況

調査者番号　　氏　名

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣
化及び損傷の状況

排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況

屋根の防火対策の状況



(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)
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5
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

警報設備 警報設備の設置の状況

警報設備の劣化及び損傷の状況

令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び
隔壁

天
井

令第128条の5各項に規定する建築物の天井
の室内に面する部分

特定天井

開放性の確保の状況

屋外に設けられた避難階段

階段

屋内に設けられた避難階段

出入口

特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況

昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する基
準への適合の状況

幅員の確保の状況

屋内と階段との間の防火区画の確保の状況

吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿
の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超える
もの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況

令第120条第２項に規定する通路

躯体等

防火設備（防火扉、防火シャッターその他これら
に類するものに限る。）又は戸

非常用の進入口等の維持保全の状況

乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況

乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況

乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況

乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓
の状況

階段各部の劣化及び損傷の状況

避難上有効なバルコニー

物品の放置の状況

屋上広場の確保の状況

避難上有効なバルコニーの確保の状況

非常用の進入口等の設置の状況

非常用エレベーター

そ
の
他
の
設
備
等

非常用の進入口等

廊下

避難施設等

令第128条の5各項に規定する建築物の壁の
室内に面する部分

防火扉又は戸の開放方向

物品の放置の状況

準耐火性能等の確保の状況

常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況

階段室の構造の確保の状況

避難器具の操作性の確保の状況

直通階段の設置の状況

物品の放置の状況

常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置
の状況

出入口の確保の状況

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

令第120条第２項に規定する通路の確保の状況

屋上広場

幅員の確保の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯
体の劣化及び損傷の状況

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

木造の床躯体の劣化及び損傷の状況

室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況

常閉防火扉等の固定の状況

常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況

居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に
設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状
況

区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況

部材の劣化及び損傷の状況

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填
等の処理の状況

防煙壁

鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況

バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況

耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区
画を構成する床の限る。）

手すり等の劣化及び損傷の状況

手すりの設置の状況

自然排煙口の維持保全の状況

階
段

排
煙
設
備
等

防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

可動式防煙垂れ壁の作動の状況

特別避難階段

付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況

物品の放置の状況

付室等の排煙設備の設置の状況

物品の放置の状況

排煙設備

床

付室等の排煙設備の作動の状況

防煙区画の設置の状況

排煙設備の設置の状況

排煙設備の作動の状況

石綿等を添加した建築材料

囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損
傷の状況

採光の妨げとなる物品の放置の状況

換気のための開口部の面積の確保の状況

換気設備の設置の状況

換気設備の作動の状況

換気の妨げとなる物品の放置の状況

吹付け石綿等の劣化の状況

除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置
の実施の状況

照明器具、懸垂物等

居室の採光及び換気 採光のための開口部の面積の確保の状況

防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等
の状況

照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況



(36)

(37)

(38)

(39)

(40)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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7

番号
改善（予
定）年月

①
②
③

④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

非常用の照明装置の設置の状況

非常用の照明装置の作動の状況

照明の妨げとなる物品の放置の状況

膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況

物品の放置の状況

非常用エレベーターの作動の状況

付帯金物の劣化及び損傷の状況

膜張力及びケーブル張力の状況

免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態に
ある場合に限る。）
上部構造の可動の状況

避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況

煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況

付帯金物の劣化及び損傷の状況

煙突本体の劣化及び損傷の状況

煙
突

令第138条第１項第１号に掲げる煙突

非常用の照明装置

膜構造建築物の膜体、取付部材等

免震構造建築物の免震層及び免震装置

避雷設備

建築物に設ける煙突

特記事項

上記以外の調査項目

特
殊
な
構
造

等

その他

　「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認された
ときは、○印を記入してください。

　「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査
者が１人の場合は、記入しなくても構いません。

　該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
　「調査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
　「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してく
ださい。

　「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に
調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いませ
ん。

調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等

　「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。

　要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付してくださ
い。

　「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目
の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策
が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改
善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（　）書きで記入してください。

配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。

その他確認事項

法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無

□有（　　階）　□無

「その他確認事項」は、法第12条第３項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェック
ボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。

　７「上記以外の調査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加
し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、７は削除して構いません。

（注意）

　この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
　記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。



（別表３）

代表検査者
その他の検査者

既　存
不適格

番号 指摘の具体的内容等
改善(予
定)年月

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

３

４

５

（注意）

調査結果表
（建築設備）

指摘なし

1

２

検査者番号

番号 検査項目
要是正

検査結果
担当
検査者
番号

　「特記事項」の欄は，要是正の指摘があった場合のほか，指摘がない場合において特記すべき事項があると
きも記入してください。
　「番号」の欄には，検査項目の番号を記入してください。
　改善（予定）年月の欄に当該年月を記入する場合は，かっこ書としてください。

暖房・冷房設備の状況

ボイラー設備の状況

浄化槽の状況

機器，配管の腐食，漏水又は磨耗があるか。

機器，配管の腐食又は油の漏れはあるか。

要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については，要是正とされた部分を撮影した写真を別
添様式により添付してください。

当該検査に関与
した検査者

氏名

この書類は，建築物ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は，枠を拡大し，若しくは行を追加して記入するか，又は別紙に必要な事項を記入して
添えてください。

「当該検査に関与した検査者」欄には，建築基準法施行規則別記様式第36号の2の4様式第１面３欄に記入した
検査者を記入し，「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号，記号等を記入してください。
　当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は，その他の調査者欄は削除しても構いません。

特記事項

検査項目等

給水・排水設備の状況

電気配線の状況
機器，配管の腐食，漏水又は水槽類の腐食はあるか。

改善策の具体的内容等

断線露出等の危険箇所はあるか。

定期的に清掃を行い，適正に維持管理されているか。



別添様式

番号

番号

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 写真は，当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付して下さい。

この書類は、検査の結果要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）について作成してください。また，指
摘がない場合又は既存不適格の場合であっても，特記すべき事項があれば，必要に応じて作成してください。」及び
「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない
場合は、この書類は省略しても構いません。

関係写真

記入欄が不足する場合は，枠を拡大し，若しくは行を追加して記入するか．又は別紙に必要な事項を記入して添えてく
ださい。

「部位」の欄の「番号」の欄及び「検査項目」の欄には，それぞれ別記様式の番号，及び検査項目に対応したものを記
入して下さい。

「検査結果」欄は，検査の結果，要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」を付し，それ以
外の場合で特記すべき事項があるときは「その他」のチェックボックスに「レ」を付してください。

写真はり付け

特記事項

部位
検査項目 検査結果

□要是正　　□その他

写真はり付け

検査項目
部位

検査結果

□要是正　　□その他

特記事項


